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平素より弊社の再生に多大なるご理解とご支援を賜り誠に有難うございます。 

さて、弊社の再生計画案について、京都地方裁判所から令和 8 年 6 月 8 ⽇を提出期

限として指定いただいておりましたところ、再生債権の確定等に時間を要することか

ら、裁判所および監督委員と協議し、再生計画案の提出について、裁判所から令和 9

年 4 月 8 ⽇まで伸長する決定をいただきましたので、お知らせいたします。 

弊社は、引き続き、裁判所および監督委員の監督のもと誠実に再生計画案を策定し

てまいります。 

 多大なるご心配とご迷惑をおかけしている皆様に改めて心より深くお詫び申しあ

げますとともに、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

   以上 


